
指 導 事 項

(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの

合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任
を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働
者の雇用条件等の改善等に努めること。

(2) 建設工事の適正な施工の確保について

一 建設業法（昭和 24 年 5 月 24 日法律第 100 号）に違反する一括下請負その他
不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

二 建設業法第 26 条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければなら
ない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力
等を有する者（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と
直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。

三 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、
当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法
第 15 条第 2 号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに
掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者資格者証
の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求が
あったときは、資格者証を提示すること。

四 一、二及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

(3) 労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職

金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。

(4) 建設業退職金共済制度について

一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、
当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨
を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわ
せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代
金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の
購入及び貼付を促進すべきこと。

三 建設業者は、建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を
工事契約締結後１か月以内に提出すること。

なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働
者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出で
きない事情がある場合においては、あらかじめその理由及び共済証紙の購入予
定時期を書面により申し出ること。



四 建設業者は、三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合
等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工
事完成時までに提出すること。なお、三の申し出を行った場合又は請負代金額
の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、そ
の理由を書面により申し出ること。

五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の
受払い簿その他関係資料の提出を求めることがあること。

六 建退共制度に加入せず、又は共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業
者については、指名等において考慮することがあること。

七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場
合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付
等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請
業者の事務の受託に努めること。

(5) ダンプトラック等による過積載等の防止について

一 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませないこと。

二 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

三 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材等の購入等にあ
たっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないよ
うにすること。

四 さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出
入りすることのないようにすること。

五 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、
過積載を助長することのないようにすること。

六 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表
示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を
講ずること。

七 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」
(以下法という。)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏ま
え、同団体等への加入者の使用を促進すること。

八 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関
する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な
事故を発生させたものを排除すること。

九 以上のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。




